
自動車税のグリーン化税制について囹
自動車税のグリーン化税制とは、自動車の排気ガスによる地球環境汚染及び地球温暖化等への影響に着目し

たもので、環境へ与える負荷の大小により自動車税額を標準より高くしたり（重課)低くしたり（軽課）するも

のです。

／昨年度の自動車税と比べて税額が高くなった自動車について、
鬮今年度からグリーン化税制の重課対象車になっていませんか？

→ディーゼル車は新車新規登録から１１年､ガソリン車ＬＰＧ車は１３年を超えると標準税率に概ね１０％が加

算されます｡下記「自動車税の重課」をご覧ください。

圏昨年度は、グリーン化税制の軽課対象ではありませんでしたか？

→平成２０年度軽課対象の自動車は､今年度から標準税率に戻ります。下記「自動車税の軽課」をご覧ください。 」し
ｸﾞﾘｰﾝ化税制の対象となる自動車については､適用後の税額で納税通知書を作成しています。

【自動車税の重課】

自動車税の賦課期日（４月１曰）現在における次の自動車については、抹消登録により課税対象とならな

くなるまで自動車税が現行の税率より重くなります。車検証の「初度登録年月」をお確かめください。

対象車 重課割合

新車新規登録の日から１１年を経過しているディーゼル車

新車新規登録の曰から１３年を経過しているガソリン､ＬＰＧ車
概ね１０％重課

(参考）

新車新規登録日 税率変更の時期

平成９年３月３１日まで

平成９年４月１日～平成１０年３月３１日

平成１０年４月１日～平成１１年３月３１日

平成７年３月３１日まで

平成７年４月１日～平成８年３月３１日

平成８年４月１曰～平成9年３月３１日

既に菫課となっています

今年度から菫課となっています

来年度から重課となります

既に重課となっています

今年度から重課となっています

来年度から重課となります

ディーゼル車

ガソリン車

ＬＰＧ車

【自動車税の軽課１１

平成２０年４月１曰から平成２１年３月３１日までの間に新車新規登録を行った次の自動車について、

平成２１年度の1年間に限り自動車税が現行の税率より軽くなります。

対象車 軽課割合

低公害車(電気自動車､一定の排出ガス性能を満たす天然ガス自動車）概ね５０％軽課

Ｈ１７低排出ガス認定レベル７５％以上(☆☆☆☆)かつ燃費墓準十２５％以上達成車概ね５０％軽課

Ｈ１７低排出ガス認定レベル７５％以上(☆☆☆☆)かつ燃費基準十１５％以上達成車概ね２５％軽課

平成１９年度に新車新規登録され､昨年度に軽課対象となった自動車については､今年度から現行の税

率になります。

i⑥自動車税に関する'檮報について
福岡県ホームページの「税金･公売情報」の「県税のあらまし」に掲載していますのでご覧ください。

【福岡県のホームページアドレス】http://wwwpreffukuoka｣gjp／




